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弁護士法人

新年あけましておめでとうございます。

　日本経済は堅調な推移をしていますが、昨年は、日本人の心の豊かさや情緒が衰退しているのではないかと思わ

れる事件や社会の指導的役割を果たすべきところで法令違反の事案が数多く発生しました。

　このような社会を少しでもよくするため、人々は各々の分野でその責任を果たしていかなければならないと存じ

ますが、私共も皆様方のご要望に応え、正当な権利を擁護すると共に心豊かで公正な社会を実現するため、その職

責を全うしていきたいと存じます。

　お蔭さまで事務所も順調に発展しています。本年も皆様のニーズに的確に対応できる体勢を更に充実させ、行き

届いた法サービスを提供してまいりますので、何卒ご厚誼いただきますようお願いいたします。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　所長弁護士　中　務　嗣治郎
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弁護士　　中　務　尚　子

  

シカゴの法律事務所にて（留学報告記１）

　　「Naoko、 調子はどう？何か見つかった？」「今
のところ大したものは見つかっていない。あなた
の方は？」「同じだ。これ、いつになったら終わるん
だろうね。」これは、ある朝、隣の部屋のアソシエイ
ト弁護士、Nedと交わした会話です。当時、私た
ちは、ディスカバリーという証拠開示手続によって、
裁判の相手方から入手した書類に目を通す作
業をしていました。

　　アメリカの裁判制度は、日本のそれと異なる点
が多々ありますが、なかでも海外で活動する日本
企業にとって切実に関係するものにディスカバリ
ー制度があります。ディスカバリーは、「証拠開示」
と訳され、簡単には、法廷での裁判が始まる前に
当事者間で証拠をやりとりするものです。日本の
裁判においては、自分の手持ち証拠から有利な
もの、争点に密接に関連するものを取捨選別し
たうえ裁判所に提出するのが常であり、相手方
から強制的に証拠を入手することは限られます。
しかし、アメリカでは、弁護士と依頼者間のやりと
りなど法で定められた特別の例外を除き、原則と
して関連する書類のすべてを、恣意的な選別な
しに相手方に開示することが義務付けられてい
ます。現代の企業が管理する書類、メールなどの
電磁的記録は膨大な量にのぼるため、いざ裁判、
となれば、相手方にこちらの管理下にあった膨大
な書類が渡り、他方、相手方からも膨大な量の証
拠書類がドーンと送られてくるという按配です。ち
なみにアメリカでは各企業において文書管理に
極めて重点が置かれ、文書作成、管理マニュア
ルなるものが事細かに策定されますが、それはこ
のディスカバリーを十分に意識したものとなってい
ます。　

　　ある日、パートナー弁護士により、私を含む５人
のアソシエイト弁護士が駆り出され、このディスカ
バリーによって入手した書類を検討する作業が
始まった次第です。担当裁判官が２８日以内に応
答書面を提出するよう指示しているというタイトな
スケジュール下、例に漏れず、書類は、４０万、５０
万ページという量でした。製薬関係の特許侵害
訴訟であり、争点は新規性です。他の弁護士に
比べ、読むスピードが遅い私は、足を引っ張りな
がらの作業でしたが、５人で約３週間かかって終
えました。私はといえば、その間、日本の裁判手続
にディスカバリーがなくて本当によかった、これを
日本で導入したら、どれだけ裁判が長引くことか、
などと考えていました。何時間も何日も同じような
証拠書類を読み続け、かつ、ほとんどの書類は、
争点と関連性がなかったせいでしょう。そのうえ、
アソシエイト弁護士といえども、これだけの時間を
かけて書類を選別するとなれば、相当な費用が
依頼者にかかってしまうのです。当事者が手持
ち証拠のみを提出する日本の裁判は、職業裁判

官による裁判という点と合わさって、それはそれ
で問題なく機能しているように思いました。

　　ただ、その後、ディスカバリーが極めて有効に
働いている点もあることに気づき、少々考えを改
めました。ある営業秘密の不正取得事件が裁判
の山場を迎えたときのこと、はたして本当に営業
秘密を一方当事者が取得したのか、いかなる方
法で取得したのか、などの点が、証拠に基づき、
詳細に議論されており、ディスカバリーがなけれ
ば入手が不可能に近い類いの証拠があることを
随所に見たのです。日本において、営業秘密の
不正取得を立証しようとすれば、相当な労力が
必要であり、相手方が証拠を隠滅してしまえばも
う泣き寝入りというケースもあるかと思います。また、
アメリカの特許侵害訴訟においては、侵害を故
意になした場合には、三倍賠償が認められ、主
観的意図の立証には相当な力点が置かれます。
この侵害故意の立証のためには、状況証拠、内
部資料が不可欠であり、ディスカバリーに大いに
頼らざるを得ません。ただし、周囲の弁護士に、
どのくらいの割合で訴訟上意味ある書類が見つ
かるのと聞いてみたところ、１、２％ぐらいかなあと
いう答えでした。私も全く同感です。

　
　　私がロースクール卒業後、２００５年９月より約１

年間勤務した、Leydig, Voit & Mayer は、知
的財産専門のブティックローファームであって、特
許、著作権、不正競争防止法、これらにかかわる
訴訟を幅広く扱うシカゴを本拠地とする老舗の
法律事務所です。約８０名の弁護士と約１００名
のスタッフを抱え、１８９３年創立という１００年以上
の歴史をもっています。千人を超える弁護士を要
するようなアメリカ的な大ローファームではなかっ
たからでしょうか、日本の事務所と似た雰囲気が
ありました。弁護士は個室で執務しており、５０階
にある私の部屋の窓からは、シカゴのダウンタウン
を一望できました。テレビの法律ドラマで見るように、
コーヒーを片手に誰かがふらっと部屋にやってき
たりもします。ある日、「Naoko、おめでとう!」と言
われ、何かと思ったら、ニュースで取り上げられた
らしく、黒田清子さん御成婚のことでした。「彼女
は愛のために皇籍を捨てたんだねえ。どうしてプ
リンセスが民間人と結婚すると皇籍を除籍され
てしまうの。」と興味津々に質問が続きます。「愛
のためにって、それは。。。」と言葉に詰まる私。ま
さにアリーマイラブの世界でしょうか。
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〈出身大学〉
京都大学法学部
米国ノースウェスタン大学
ロースクール（LL.M）

〈経歴〉
1994年4月最高裁判所司
法研修所修了（46期）
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１　信託法の改正について
　　平成18年12月8日、改正信託法案（以下、「改

正法」）が参議院本会議で可決されて成立し、
同月15日公布されました。信託法は、信託に関す
る法律関係を規律する基本法ですが、現行信託
法（以下、「現行法」）は大正11年に制定された
ものですので、本改正は、実に約80年ぶりに行わ
れる抜本改正ということになります。

　　今日、社会経済活動の多様化に伴い、信託を
利用した金融商品が幅広く流通する等、現行法
制定当時においては想定されていなかったような
形態における信託の利用が広まっており、このよ
うな時代の変化に即応した法律の改正が待望さ
れておりました。先行して実施された平成16年12
月の信託業法改正と相まって、今後は、様々な分
野における信託利用ニーズがより一層高まってい
くことが予想されます。

２　改正の概要
　　今回の改正は現行法の抜本改正であり、改正

点は広範に亘りますが、紙面の都合上、改正に
おける重要なポイントについて以下に挙げたいと
思います。

（１） 受託者の義務、受益者の権利等に関する規
定の整備

　　私的自治の観点を重視し、信託契約の自由な
設計を可能にするため、過度に規制的であった
現行法を改正して、規制の柔軟化が図られてお
ります。

　　特に、受託者の義務に関しては、信託財産を
受託者の固有財産とするといった、形式的には
受託者と受益者との利益が相反するような行為
であったとしても、このような行為を認めるべき社
会的ニーズの存在に鑑み、信託行為において許
容する旨の定めがあるときなど実質的に受益者
の利益を害するおそれがないときには、これを許
容する（忠実義務規定の合理化。改正法第31
条2項）、あるいは信託事務の処理について第三
者に対して委託することができる範囲を拡大す
る（自己執行義務規定の合理化。改正法第28条）
など、従来の規制を緩和する内容の改正が施さ
れております。

　　このように、私的自治を重視して規制の柔軟化
を図る一方で、信託という財産管理制度に対す
る信頼性を担保する観点から、受益者の権利を
保護し、あるいはその権利行使を実効的かつ機
動的なものとするための規定が整備されました。

　　具体的には、信託における受託者の義務とし
て最も重要な忠実義務に関する一般的規定を
定める（改正法第30条）、受託者に信託財産に
関する帳簿等を作成、保管し、一定の情報を受
益者に対して提供すべき義務を課す（改正法第
37条）、受益者が多数である場合における権利
行使に関し、受益者集会に基づく多数決による

意思決定を許容する（改正法第105条2項）など
の改正がなされております。

（２） 多様な信託の利用形態に対応するための制
度の整備

　　上記のとおり、現在では現行法制定当時にお
いて想定されていなかったような形態における信
託の利用が広まっていることから、このような多様
な局面における信託の利用ニーズに応える改正
が施されております。

　　状況の変化に対応して信託の形態を柔軟に
再編することができるように、信託の併合・分割
の規定が設けられました（改正法第149条以下）。

　　また、投資信託等一定の場合に限られていた
受益権の有価証券化が、信託行為に定めれば
一般的に可能であることとされ、いわゆる受益証
券発行信託制度が導入されました（改正法第
185条以下）。これにより信託を利用した資金調
達の可能性が広がることが期待されます。

　　さらに、信託事務に関する取引より生じる債務
についての引き当てを信託財産に限定し、受託
者の固有財産がその対象とならない責任財産
限定信託制度（改正法第216条以下）が創設さ
れました。実務上においては、各債権者との間で
責任財産限定特約を締結する方法により同様
の効果を得ることが行われておりましたが、改正
法によって信託行為において定め、かつその旨
登記することにより、これが可能となります。なお、
取引の相手方を保護するために、取引に際して
は責任が限定される旨を示す必要があります（改
正法第219条）。

　　また、いわゆる自己信託（委託者が自ら受託者
となる信託）も改正法により許容されることとなり
ますが（改正法第3条3号）、改正法施行後1年
間は当該規定は適用されないということになりま
した。1年の猶予期間中においては、自己信託制
度についての周知を図るとともに、会計上及び税
務上の取扱いその他の事項に関する検討その
他の所要の措置が講ぜられることとされています。

（３） 表記の現代用語化
　　形式的な面ではありますが、改正法において

は条文の平仮名口語体化が図られています。こ
のような現代用語化は、民法、倒産法、会社法等
において徐々に実施されており、今般信託法に
おいても約80年ぶりの改正にあたり、このような
現代用語化が行われることとなりました。

３　まとめ
　　以上述べて参りましたとおり、今回の信託法の

改正は、信託利用ニーズの高まりに合わせて経
済界の強い要望の下ようやく実現したものであり、
今後の社会経済に欠くことのできない基本法と
なるものと思われます。

弁護士　
金澤  浩志

（かなざわ・こうじ）

弁護士　　金澤  浩志

〈出身大学〉
京都大学法学部

〈経歴〉
2004年10月最高裁判所
司法研修所修了〈57期〉
中央総合法律事務所入所
（16年10月）

〈取扱業務〉
企業法務、
金融法務・ファイナンス、
M&A・企業再編、
民事・商事法務

信託法改正
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中国法務Ｑ＆Ａ
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〈出身大学〉
立命館大学文学部

〈経歴〉
2000年10月最高裁判所
司法研修所修了〈53期〉
大阪弁護士会登録

（中央総合法律事務所入所）

2003年9月～2005年7月
中華人民共和国復旦大学
留学（語学研修生・大学院聴
講生）

2006年9月
関西大学法科大学院
非常勤講師（中国法）

〈取扱業務〉
民事法務、商事法務、
会社法務、
中国ビジネス法務

〈著書・論文〉
『中国における外商投資企
業の労働管理』（「NBL」
No.828 2006年3月号）、
『会社の「分支機構」が締結
した仲裁合意に関する決定
例2件』（「CIETAC 仲裁事
例研究 」JCAジャーナル
2006年2月号）。
JCAジャーナル、国際商事
法務に仲裁事例、裁判例解
説記事を複数執筆。

弁護士弁護士　
小林  幹雄

（こばやし・みきお）

中国法務Ｑ＆Ａ　第5回
中国の労働法制度について

本連載では、中国ビジネス法務のポイントをＱ＆Ａ方式で解説しています。今回のテーマは、「中国の労働法制度」で

す。

Ｑ１　　
中国の労働法分野において、重要な法規定にはどのようなものがありますか？

Ａ１
「労働法」やその関連通達のほか、各種の規定があります。いわゆる地方性法規にも注意

が必要です。

　中国労働法分野の基本的な法律は1995年1月1日に施行された「労働法」です。同法は労働契約、勤務時間、

給与、労働安全衛生等、労働法領域における重要事項を横断的に定めています。また、同法に関する通達であ

る「中華人民共和国労働法の執行を貫徹することの若干問題に関する意見」も重要です。1995年8月4日発布

のこの通達は、「労働法」中の用語の定義や具体的手続について規定します。これらのほか、外商投資企業に

関する特別法として1994年8月11日に施行された「外商投資企業労働管理規定」のように、重要な関連規定が

数多くあります。なお、国家レベルの規定だけでなく、地方の人民代表大会やその常務委員会が制定する法規で

ある「地方性法規」にも注意が必要です。例えば「上海市労働契約条例」など、各地方においては現地の実情

に基づいた独自の法規が定められていることがありますので、現地法人等が現地労働者の採用等を行う際には、

現地における地方性法規の存否や内容を確認しなければなりません。

Ｑ2　　
　中国において「労働契約法」の制定作業が進んでいると聞きましたが？

Ａ2
そのとおりです。2006年3月20日には同法の草案が公布され、意見の募集がなされま

した。

　中国では、上記「労働法」の内容を補充する必要性や、労働者の地位に対する保護の要請等を背景として、

現在「労働契約法」の制定作業が進められています。草案に対する意見募集に対しては、20万通近い意見が

寄せられ、同制定作業への関心の高さがうかがわれました。同草案の内容には、退職後の競業禁止期間の制

限や経済的補償、派遣労働者利用の一定範囲での制限など、中国に進出する外資系企業にも大きな影響を与

えうる様 な々事項が含まれています。本稿執筆時点では同法は成立しておらず、また、成立後の労働契約法の内

容が必ずしも現草案と全く同じものになるとは限りませんが、いずれにせよ中国に進出している（または進出を考

えている）企業としては、同法制定の動向に注意が必要です。

Ｑ4
　企業秘密である技術等を把握している従業員につき退職後の競業禁止を約定することができますか？

Ａ4
可能です。但し、禁止の期間や経済的補償について注意が必要です。

　企業秘密である技術を把握している従業員等一定の従業員が退職したあと、当該従業員が自ら競合する業務を行い、または競合する他社

に就職することを禁止する内容の合意を締結することは可能です。これらの合意は、企業の重要な秘密等が他社に流出することを防ぐために

行われます。なお、一般的には、これらの合意を締結する場合には競業禁止の期間を定め、また当該労働者に対し、企業からの経済的補償を

行う旨を定めておくべきと解されます。上記の事項については、現行の「労働法」は明確な定めをおいておらず、関連する規定に一部の定めを

おくに留まりますが、他方で、上述した上海市の地方性法規などは競業禁止期間の制限について定めをおいていますし、その他の地域の地方

性法規にも同様の事項を定めているものがあります。最後に、上述した「労働契約法」の草案では、競業禁止義務を定める場合、その期間を

最長2年とし、地域的な制限も設けていることに注意が必要です。

Ｑ5
　試用期間についてはどのように規定されていますか？

Ａ5
使用者は、最大６か月の試用期間を定めることができるものとされています。しかし、労働契約全体の期間に応じ

て上限が設けられており、どのような場合にも必ず６か月の試用期間を設けることができるというわけではありま

せん。

　「労働法」では、労働契約において試用期間を設けることを認め、他方でその期間は最長でも６か月を超えることができない旨を定めています。

但し、具体的にどのくらいの試用期間を定めることができるかについては、労働契約の期間に応じて決まります。例えば、関連する規定上、労働

契約の期間が６か月以下の場合、試用期間は１５日を超えることができない、等の制限がなされています。また、試用期間については、労働契約

の期間に含むものとされています。

　「労働法」上、試用期間中、使用者は、当該労働者が採用の条件に合致しないことが証明された場合には、当該労働者を解雇することがで

きる旨定められています。。他方、労働者の側も、試用期間内であれば、使用者に通知して即時に労働契約を解除することができるものとされて

います。

　最後に、上述した「労働契約法」の草案では、試用期間につき、その職種毎に認められる試用期間の上限を設けていることに注意が必要です。

（筆者注）引用法規は執筆時点のものです。具体的な手続、内容については当事務所にご相談下さい。

弁護士　　小　林　幹　雄

Ｑ3　　
中国「労働法」及びその関連規定の内容で特徴的な点を教えてください。

Ａ3
労働契約書の作成が必要的である、労働契約最長期間の制限がない、労働契約終了時に

経済的補償が要求される事由や金額が定められているなど、特徴的な事項が色々とありま

す。

　ここでは、上記のうち、「労働契約書の作成」および「労働契約期間」の点について解説します。

書面契約書の作成が必要である：

労働契約の締結に際し、労働契約書を作成する必要があります（労働法19）。事実上の労働関係が成立してい

るにも関わらず、使用者が故意に労働契約書を作成しなかった場合、使用者が損害賠償責任等を負担すること

もあります。なお、上記の「労働契約法」草案においては、労働関係が成立しているにも関わらず労働契約書が締結されていない場合、期間の

定めのない労働契約が締結されたものとみなす旨の規定が設けられているので注意が必要です。

労働契約最長期間の制限がない：

「労働法」では、固定期間を定める労働契約において、最長期間の制限がありません。従って、長期の固定期間を定めた労働契約を締結する

ことも可能です。他方で、労働契約において、短期の期間を定めて契約を締結し、その後更新することも可能です。但し、当該労働者が満10年

以上その企業等で勤務を継続した場合で、かつ引き続き当該労働者と労働契約を締結する場合、同労働者は期間の定めのない契約を締結

することを要求することができるものとされています。

Information　―新刊図書を発刊いたしました。―　
昨年末に、社団法人金融財政事情研究会より、弊事務所編著「金融商品取引ルール実務対策」を発刊いたしました。

金融商品に関する各種問題点について、金融商品取引法の成立を踏まえた検討を加えながら解説を行っております。

ご購読を希望される方は、弊事務所までお申し出いただきますようお願いいたします。



１　はじめに
　債権譲渡登記制度は、債権譲渡の対抗要件
に関する民法の特例等に関する法律（平成１０
年法律第１０４号）によって創設され、平成１０年１
０月から運用が開始されました。また、動産譲渡
登記制度は、同法律の一部を改正する法律（平
成１６年法律第１４８号）によって創設され（本改
正により「動産及び債権の譲渡の対抗要件に関
する民法の特例等に関する法律」と改称）、平
成１７年１０月から運用が開始されております。
　法務省の統計によりますと、平成１７年の債権
譲渡登記等件数は４万５２３１件、譲渡等に係る
債権個数は６８７８万個で、年々登記件数は増加
しております。一方、動産譲渡登記件数は運用
開始当初の平成１７年１０月が１４件、１１月が３５件
でありましたが、同年１２月には１８１件となり、譲渡
に係る動産個数はこの３か月間で１万４７６８個に
及び、さらなる利用増加が期待されるところです。
　以下では、今や日本経済を支える重要な存在
となった動産譲渡登記制度および債権譲渡登記
制度について、各登記の申請等の手続の概要を
ご説明します。

２　動産・債権譲渡登記の各申請等の手続の
概要

（１）動産・債権譲渡登記を扱う登記所
　 全国の動産・債権譲渡登記に関する各事務
を取り扱う登記所として、東京法務局が指定され
ました。また譲渡人の本店等の所在地を管轄す
る登記所では、動産譲渡登記事項概要ファイル
および債権譲渡登記事項概要ファイルに関する
各事務を取り扱っています。

（２）登記の種類
　 動産譲渡登記の種類として、「動産譲渡登記」、

「延長登記」および「抹消登記」があります。また
債権譲渡登記の種類として、「債権譲渡登記」、

「質権設定登記」、「延長登記」および「抹消登記」
があります。

（３）登録免許税
　 動産譲渡登記の登録免許税は１件につき７５
００円、延長登記は１件につき３０００円、抹消登記
は１件につき１０００円です。債権譲渡登記・質権
設定登記の登録免許税は１件につき１件の債権
の個数が５０００個以下の場合は７５００円、５０００
個を超える場合は１万５０００円、延長登記は１件
につき３０００円、抹消登記は１件につき１０００円で
す。それぞれ収入印紙で納付します。

（４）登記申請の方法
　 登記の申請は、判決による場合を除き、動産・
債権譲渡の譲渡人と譲受人とが共同して申請し
ます。この申請は、動産・債権譲渡登記所に直接
出頭するほか、書留郵便による郵送やインターネ
ットを使ってオンラインで申請することもできます。
（５）登記申請の手続

　 出頭または郵送による登記の申請は、登記申
請書に必要な書面を添付して行います。ただし、
動産・債権譲渡登記の申請については、申請書・
添付書面とともに登記すべき事項等を記録した
磁気ディスク（フロッピーディスク等）を提出して行
います。登記申請等の様式や申請データの記録
方式についての詳しい情報は、法務省民事局の
ホームページをご覧下さい。

（６）登記申請書に添付すべき書面
　 動産・債権譲渡登記の申請書に添付すべき
書面は、①申請人が法人であるときは代表者の
資格を証する書面（作成後３か月以内）、②代理
人が申請するときは委任状等の代理権限を証す
る書面、③譲受人について、個人のときはその住
所、法人のときは本店等を証する書面、④譲渡
人（法人に限定）の代表者の印鑑証明書（作成
後３か月以内）、⑤動産譲渡登記の存続期間が
１０年を超えるとき、あるいは債権譲渡登記の存
続期間が５０年（債務者不特定の債権を含む場
合は１０年）を超えるときはその存続期間を定める
べき特別の事由があることを証する書面が必要
です。
　延長登記の申請書に添付すべき書面は、上
記書面のうち①、②、④、⑤のほか、⑥譲渡人ま
たは譲受人の表示が登記された表示と異なると
きはその変更を証する書面が必要です。
　抹消登記の申請書に添付すべき書面は、上
記書面のうち①、②、⑥のほか、⑦譲受人の印鑑
証明書（作成後３か月以内）が必要です。

３　登記事項概要証明書、概要記録事項証明
書および登記事項証明書の交付の請求手続
　登記事項の概要（譲渡された動産を特定する
事項や譲渡された個々の債権を特定する事項
は含みません）を記載した①「登記事項概要証
明書」または②「概要記録事項証明書」の交付
は誰でも請求でき、当該申請書に必要事項を記
入し、手数料分の登記印紙を貼って、①につい
ては動産・債権譲渡登記所に、②については譲
渡人の本店等の所在地を管轄する登記所に提
出します。これに対して、譲渡された動産を特定
する事項や譲渡された個々の債権を特定する事
項を含む登記事項の全部を証明した書面である
③「登記事項証明書」の交付の請求は、当該動
産・債権の譲渡当事者、利害関係人または譲渡
人の使用人だけが請求することができます。この
場合、法人が申請人であるときは代表者の資格
証明書、代理人が申請するときは代理権限を証
する書面、申請人の印鑑証明書のほか、利害関
係人や譲渡人の使用人が申請人であるときはそ
の旨を証する書面を添付して申請しなければな
りません。当該申請書に必要事項を記入し、手数
料分の登記印紙を貼ったうえで、必要書類を添
えて、動産・債権譲渡登記所に提出します。

法務第二部長
角口　猛

（かどぐち・たけし）

法務第二部長　　角　口　　猛

〈出身大学〉
立命館大学法学部

〈経歴〉
1993年中央総合法律事務
所入所

〈主要著作〉
「債権回収必携　執行トラ
ブルQ&A」共著
（経済法令研究会）
「一問一答　新会社法と金
融実務」共著
（金融財政事情研究会）
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〈出身大学〉
京都大学法学部

〈経歴〉
1959年4月最高裁判所司
法研修所修了（11期）
裁判官任官
東京高等裁判所、大阪高等
裁判所、大阪地方裁判所等
の裁判官および最高裁判所
調査官として民事裁判に携
わる。

京都家庭裁判所所長、京都
地方裁判所所長、高松高等
裁判所長官歴任

1999年11月
高松高等裁判所長官を定年
退官

2000年1月大阪弁護士会
登録
中央総合法律事務所入所

〈前〉
日本調停協会連合会副理事長
近畿調停協会連合会会長
大阪民事調停協会会長

〈現在〉
財団法人国際民商事法センター
理事

〈取扱業務〉
民事法務、商事法務、会社
法務、金融法務、倒産法務、
行政法務、家事相続法務

弁護士

川口  冨男

「神は細部に宿る」　――鳥居民著「昭和二十年」と裁判――

裁判エッセイ 20 ●

　「神は細部に宿る」は、ドイツの有名な建築家ミ
ース・ファン・デル・ローエが広めた言葉として知ら
れています。その意味は、作品において破綻のな
い細部こそが人を感動させる形を作り出す、とい
うにあります。この言葉は、建築物や彫刻や工芸
品の価値を理解する上で、重要な着眼点を示し
ていて、説得力があります。
　著作についてこの言葉が妥当する好例は、鳥
居民「昭和二十年」（草思社刊）でありましょう。
昭和２０年の１年間を１月１日からずっと追っていき、
１２月３１日までそれぞれの日に生じた事柄を細か
く書き続けていくという体裁の現代史です。８月１
５日までを第１部として、現在１１巻まで出ています。
第１巻が出たのは昭和６０年８月１５日ですから、
すでに２０年越しに書き続けられているのです。
　昭和２０年のある１日を扱っても、その原因とな
る出来事は、昭和初年に生じた事柄であること
があり、更にその原因は明治、大正のことである
とすると、それにも詳しく言及していきます。一昨
日があって、昨日があるから、今日があるとリンクし
ますから、おのずから太平洋戦争を中心とする
現代史、昭和史になっています。
　　　◇　　　　　◇　　　　　◇
　その基になっている史料は、当時枢要の立場
にあった人達の日記から学生、小学生の日記、手
紙に始まって、ありとあらゆる史料を事細かに分
析し、羅列し、そこから事実を紡ぎ出していきます
から、まさに昭和史の「神が宿るべき細部」が浮
き彫りにされていきます。史料が語る事実がほと
んどですが、史料の欠けているところでは、著者
の推測、仮定がほどこされます。例えば、ある時
の天皇と重臣との会話などが記録されていること
があるとしても、手にはいるはずがないので、前
後の状況からその時の会話の内容はこのような
ものであったはずである式の推測がされるので
すが、必要があって、しかも相当の確度があると
きにのみ、根拠を示して推測がされていますから、
むやみな憶測が羅列されているものではありませ
ん。このように細部で終始するとはいえ、全体を
眺望する視点も持っていますから、大きな流れも
掴めます。
　作家の井上ひさしは、この本について「私の印
象はこうです。ここにものすごい望遠レンズと、も
のすごい接写レンズを備えた高精度のカメラがあ
って、このカメラはどこへでも飛び、どこへでももぐ
り込む、たいへん魔術的なカメラです。そして東
西南北上下左右自在に動くのですが、しかもそ
のカメラは、巨大なアーカイブ、記憶の倉庫を内蔵
している。ですから、カメラがあるところに動くと、
自動的に貯蔵庫から必要な記憶が出てくる。そ
のカメラで昭和二十年のあらゆるところ、世界の
果てまで飛びながら写していくというこの作者の
働きの裏には、恐るべき史料の読み込みがあっ
たに違いない」（丸谷才一対談集「おっとりと論
じよう」文藝春秋刊）と言っていますが、けだし適
言です。
　　　◇　　　　　◇　　　　　◇
　司馬遼太郎は、坂本龍馬のような魅力ある人
物に活躍させて時代を描きましたので、人物の

魅力に惹かれて、読みやすい近代日本史ができ
ているのですが、鳥居民は、群像的、集団的に人
物を羅列していくという方法をとっています。そし
て戦争開始以前から戦争中の政治や政治家、
軍部や軍人のありのままの姿を活写しています
ので、その人達や組織の堅さ、狭量、洞察力の無
さ、おろかさ等が浮かび上がることになり、読んで
いて情けなく、つらく、腹立たしくなることもしばし
ばです。空襲の悲惨や疎開の苦労等戦時中の
世相も活写されていますし、米軍側からの視点も
ありますので、資料としても網羅的に完備してい
るといえるのです。
　実は司馬遼太郎も昭和史に多大の関心を持
っていて、むしろ昭和史への関心が近代日本史
を書くことにさせたのに、昭和には興味を惹く個
人を見つけることができなかったから、個人を活
躍させるという方法では昭和史が書けなかった
のだ、というのが、丸谷才一の観察です（前掲対
談集）。ですから司馬遼太郎は昭和史を、歴史
小説ではなく、文藝春秋の巻頭随筆等の短編に
よって断片的に書いていったのです。
　司馬遼太郎が網羅的には書けなかった事柄を、
鳥居民が独自の方法で書き上げて見事というの
が本書でありましょう。
　　　◇　　　　　◇　　　　　◇
　裁判では、紛争の原因である過去の事実が対
象になります。過去の事実を認定していく中で、
原告、被告のどちらの言い分が正しいかを判定
するのが裁判です。
　過去の事実の認定に当たって用いる資料は
法廷に提出される証拠ですが、そうした証拠から
事実を認定する方法が、まさに鳥居民が著述し
た方法なのだと思います｡そして「神は細部に宿
る」という思想のもとに、破綻のない細部を彫り上
げるのが裁判だということができます。消え去っ
た過去の時間の中から彫り上げていくのですから、
簡単なことではありませんし、細かいことを逐一
認定していくことは、一見無駄なように見えますが、
細部をとことんまで積み上げていくと、曖昧に見え
る過去から、真実はこれしかないという形でくっき
りと事実が立ち現れるのです。木彫が、小さな彫
りを重ねることから立ち現れるようなものです。
　過去を対象にしますから、必要な資料が欠け
ていることがありますが、そういうときには、歴史家
のように「そのことについては語らない」という態
度をとっていては必要な裁判ができませんから、
推測や仮説のもとに事実を推定していくことも大
切で、この方法は「昭和二十年」でも採られてい
るところです。
　ただ細部のみを見ていては、木を見て森を見
ないおそれがありますから、大きく概観することも
欠かせません。要するに「巨細（こさい）に見る」
ことが大切なのですが、「昭和二十年」では、細
部を重視することを基本とした上で、また大きくも
見るという方法が採られています。この著述態度
が実は、裁判の要諦でもあります。そして裁判に
関わる裁判官、検察官、弁護士の法曹三者はそ
れぞれ、井上ひさしの言うようなレンズ付きのカメ
ラを持っていてほしいものです。
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明るい事業承継の事前対策

　近年、オーナー企業の顧問先から事業承継の
事前対策に関する相談が多く、当事務所でも種々
の検討をしています。また、私が過去に税務署の
署長、副署長をしていたとき、事業承継や相続税
の問題で、親子間、兄弟間など親族間のトラブル
に幾度となく遭遇した記憶があります。
　これまで事業承継の事前対策といえば、相続
税の節税対策が中心となっていました。しかし私
は、明るい事業承継のための事前対策は、親族
間対策、後継者対策、相続税対策の三つの面で
対策をする必要があると思っています。

１　親族間対策
　親族間対策としては、親族全員が仲良く融和
する「親族融和対策」事業を継続的に承継する「事
業承継対策」があります。
　私は、長く税務の世界に勤務しましたので、い
ろいろな相続に絡む親族の醜い争いを見てきまし
た。いわゆる「争族」といわれるものです。親族間
の争いが余りにも激しいので、果たして親が子供
に財産や事業を残すことが幸せなことかどうか考
えさせられたことが多々ありました。事業を承継す
ることや財産を相続することにおいて、一番大切
なことは、親族同士が仲良くみんなが幸せになる
ことです。
　オーナー一族が良好な関係を維持するために
は、日ごろから親族間の意思の疎通を図るとともに、
親がしっかりとした考え方を示すことが大切です。
そのため、相続時精算課税制度などを利用して「生
前贈与」を行うこと、「遺言書」を作成してトラブル
を防止すること、また「財産分割書」の文案を作っ
ておくことなど、子供に対して財産の配分方法を
明確にしておくことです。

２　後継者対策
　後継者対策としては、事業を発展させ経営権
を確立する「経営権承継対策」事業を継続させ
後継者を育成する「後継者育成対策」があります。

　相続税対策として、自社株をたくさんの親族に贈与
していくケースがよくあります。結果として株式が多くの
人の名義に分散し、会社の経営支配権の確保で困っ
ている後継者がいます。事業承継として一番大事なこ
とは、後継者一族に自社株を集中させ、経営権をスム
ーズに承継することです。
　また私は、オーナー企業においては、子供に社長職
を譲って会長となる年齢は70歳前後が一番良いと考
えています。丁度その頃、子供が40歳ぐらいになります
ので、その後の10年間は、会長として子供の後ろ盾と
なって、後継者育成ができる良い年齢だと思っています。

３　相続税対策
　相続税対策としては、相続税を合法的に減額する「税
金減額対策」相続人の納税資金を捻出する「納税資
金対策」があります。
　主な税金減額対策としては、次の方法があります。
①自社又は所有株式の評価をして相続税評価額を把
　握する
②贈与税の基礎控除などを考慮して後継者に生前贈
　与する
③株価が安い場合には相続時精算課税制度を利用
　して株式を移転する
　主な納税資金対策としては、次の方法があります。
①退職金や退職慰労金を最大限支払って個人資産
　を充実させる
②税金対策として有利な生命保険や損害保険に加入
　する
③会社が個人の株式を購入して法人資金を個人に
移　転する

　事業承継の事前対策は、後継者対策とともに、合法
的かつ計画的な相続税対策を実行することが大切で
す。後継者対策や相続税対策を先送りしてきた結果、
相続を開始した時点で後継者が非常に苦労したとい
う話はよくあることです。
　新年の節目に当たって、企業のオーナーは、自分の
会社の｢株式評価額｣を計算するほか、自己資産の｢財
産分割書｣を作成してみてはいかがでしょうか。その結
果、すべてのオーナー企業にとって、親族みんなが仲
良く、そして関係者全員の未来が明るくなるような事業
承継を目指して欲しいものです。
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